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第３章 各調査項目の報告 

 

３－１ 農業技術 

（1）農業技術支援  

 「ザ」の農業試験研究は、MACO ザンビア農業研究所（Zambia Agriculture Research 

Institute: ZARI）を本場として、農業生態区分Ⅰ、Ⅱに 6 試験場、農業生態区分Ⅲに 4

試験場を設置し技術の開発・改善・研究を行っている。また、官民パートナーシップ

事業として、農業研究開発財団（ゴールデンバレー農業研究財団、ワタ開発財団、畜

産開発財団）が設置されている。さらに、ザンビア大学においても農学、獣医学にか

かる研究がおこなわれている。しかしながら、どの農業研究に係わる機関も予算不足

から満足な研究活動が行なわれていない状況である。  

 一方、「ザ」の小規模農民の多くは、貧困により肥料、種子、農薬などの農業投入財

へのアクセスが困難な状況にあり、その作物栽培は粗放的であり、生産性は非常に低

い。政府は、小規模農民支援のため、FISP により、肥料、種子を補助価格で販売して

いるが、必要な時期に必要量の配布が出来なかったり、必要な農民に届かないなどの

問題もあり、生産量はさほど増加していない。栽培技術を見てみると、多くの小規模

農民は、雨を待っての播種と、収穫期を待っての収穫を行うのがほとんどである。除

草も十分に行わず、病害虫コントロールもほとんど行われていない。  

このような状況下で、政府はリソースの乏しい小規模農民に対し持続性のあるコン

サベーション農法を推奨している。また、PaViDIA では、持続的農法と呼ぶ、同様な

農法を推奨している。これらは、地域のリソースにダメージを与えないようにしなが

ら、生産性をあげるのが特徴である。しかしながら、これらの技術もまだ多くの小規

模農民に伝わっていないのが現状である。  

 

（2）農業技術支援の問題点  

 小規模農民への農業技術支援は、①農民の技術ニーズを把握し、②上述した農業試

験場、財団、大学において技術開発・改善が行われ、③その開発・改善された技術を

普及員が農民に普及することにより行われるべきである。しかしながら、特に、現場

に密着した農業試験場の技官の能力不足、研究費不足のため、技術の開発・改善は十

分に行われていない。そのため、普及員も普及する技術を持たない状況にある。  

  さらに、普及員の研修のために各州に設置されている農民研修所（Farmer Training 

Institute：FTI)は、独立採算制となり、中央からの研修予算はなくなり、普及員への研

修はおこなわれていないのが実情である。かろうじて実施される研修は、ドナー、NGO

の予算によるものであり、研修内容もドナー、NGO の支援に沿ったものである。この

ため、普及員の農民の必要とする技術のレベル向上はなかなか図られていない。  

 

（3）他ドナーの農業技術への支援  

  ドナーの農業研究分野への支援は非常に限られている。その大きな原因は、①試験

場の多くが老朽化しており、そのリハビリに多額の資金が必要であること、②試験場



 28

研究員の能力強化には、時間と資金がかかることがあげられる。一方、普及員への農

業技術研修は、各ドナー、NGO 実施プロジェクトに係わる研修が対象地域普及員に対

して行なわれている。  

 

1）ノルウエーの支援  

ノルウエー政府は、2006 年から 5 ヵ年の予定で、ザンビア国家農業連合（Zambia 

National Farmers Union：ZNFU）を通してコンサベーション農法の研究・普及を行う

プロジェクトを支援している。対象地は、中央州、西部州、ルサカ州、南部州、そ

して東部州の 5 州、13 郡である。予算は約 25 億円で、裨益者は 12 万人としている。  

 

2）日本の支援  

・孤立地域参加型村落開発計画（PaViDIA）における持続的農業  

  PaViDIA では、孤立地域にある農村は農業資材の入手が難しいことに鑑み、持続

的な農業技術を推奨している。この持続的農業技術は、化学肥料の極端な投入や収

奪的な栽培を行うのではなく、資源ベースを損なわないよう工夫し、持続的に農業

が続けられる技術である。そのために、作物栽培、畜産、水産などの導入による農

業の多様化やマメ科林木との混作、間作利用などを提唱している  

また、FFS という国連食糧農業機関（FAO）が開発した農民参加型の技術普及手

法を用いて、農民参加による農業関連知識の吸収、強化を図っている。  

 

３－２ 農業普及 

（1）「ザ」国の農業普及  

  「ザ」国の農業普及は、過去いくつかの手法を通して実施されていた。以下、概略

を記す。  

 

1）独立以前  

  独立以前は、特定の個人農家に対し「この作物を生産しろ」というような軍隊の

命令式普及がおこなわれた。この特定の個人農家というのはヨーロッパからの移民

農業者であった。  

 

2）独立後～1970 年代  

1964 年の独立後、政府は農業生産の増加による食糧自給政策をたてた。それによ  

り、ザンビア人農業従事者が増加した。政府は、植民地時代の特定農家に対する普

及を改善するため、普及員のための FTI と農民のための農民研修センター（Farmer 

Training Center：FTC)を設立した。FI においては、普及員の研修と共に、農民に対

するレベルの高い研修も行なわれた。しかしながら、1970 年代の銅価格の低迷とオ

イルショックによる予算不足により、農業普及も影響を受けその研修頻度は低下し

た。  

 

3）1980 年代～研修と訪問（T&V）普及システム  
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1980 年代初頭に世銀の支援により導入された普及システムである。これは、普及  

員がコンタクト農民への普及訪問を定期的におこなうと同時に、普及員への研修も

定期的に行うというものである。これにより、より新しい農業技術が農民に伝わる

ことを目指した。  

  しかしながら、①研究機関－普及員－コンタクト農民－一般農民という経路を経  

 るため情報伝達に時間がかかる、②農家からのフィードバックのないトップダウン  

 方式である、③コンタクト農民の選択が難しい、④経費が多大である、⑤複雑な農  

 家の農法改善に資することが難しいことなどの欠点がわかった。そのため、全国す

べての地域でこのシステムが確立したわけではなかった。  

  これと同時期に、研究者のために Farming Systems Research（FSR）アプローチが

導入された。これは、研究者が農家の家庭や家族による意思決定、決定プロセスを

より理解するための総合的診断アプローチであった。  

 

4）1990 年代～改良型 T&V 普及システム  

1990 年代初頭には、T&V 普及システムの上記の問題と共に、資源管理、バリュ  

ーチェーン管理、投入財の供給、マーケティングなどの問題にも対処しなければな

らなかった。そこで、原始的農業協同組合を通したグループへの普及がおこなわれ

た。これは、T&V システムでおこなわれるコンタクト農民への個別訪問はおこなわ

ず、グループを通した活動を行なうことが特徴であった。しかしながら、MACO の

組織再編に伴う人事的混乱と、予算不足のため、やはり機能したとは言えなかった。 

 

5）2000 年代～参加型アプローチ  

これまでのトップダウン方式普及に変わり、参加型による普及 Participatory 

Extension Approach（PEA）が 2000 年に農業普及サービスのための手段として導入

された。PEA は、土着技術や現代的技術・知識を使い、共に学ぶ学習プロセス手法

と定義される。参加型による普及はすべてのコミュニティあるいは農民グループが

開発にかかわり、参加することとしている。但し、参加型普及はただ一つ、あるい

は一様のものではない。  

この参加型の目的は、①農民グループの開発優先度確認と決定の促進、②コミュ  

ニティの問題確認と解決能力の強化、③自らの栽培を通した、農民の土着技術の有  

効性の再確認と近代技術との融合を図る等により、農民グループを鼓舞するもので

ある。  

この PEA は、世銀の支援によりほとんどすべての普及員が研修を受け、PEA を使

った農業普及がおこなわれる体制が出来た。しかしながら、政府の予算不足のため

実際に農家レベルでの実施にはいたっていない。但し、参加型アプローチは現在の

「ザ」国における普及の基本となっている。  

 

（2）農業普及の現状  

1）組織  

MACO の組織は縦割りであり、本省の局にほぼ対応する形で、州、郡事務所に組  
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織がある（付属資料 4 の図 2 及び図 3）。農業の普及は、MACO 農業局次長（普及担

当）を頂点に、付属資料 4 の図 2 の網掛けの組織により実施されている。  

全国 9 州の PACO 事務所に PAO、72 郡の DACO 事務所に SAO が配置されている。

SAO の下に、 354 のブロックがあり、そこにブロック普及員（ Block Extension 

Officer：BEO)、そしてその下の 1726 のキャンプにキャンプ普及員（Camp Extension 

Officer：CEO）が配置されている。現在のスタッフ配置は表１のとおりである。CEO

は、農業キャンプに 1 名配置されることになっているが、充足率は全国平均で約 70%

である。しかしながら、州別に見ていくと西部州 49%、北西部州 57%、南部州 61%、

北部州 70%、ルアプラ州 70%、東部州 73%、ルサカ州 85%、中央州 88%、そしてコ

ッパーベルト州 97%となっており、州による充足率に大きな差がある。CEO のいな

いキャンプは、そのキャンプの所属するブロックの BEO が兼務している場合が多い。 

 

表 1．郡職員及び普及員の数  

 Name of  Name of  
No. of 

District 
No. of No. of  No. of  No. of 

 Province District Staff Block BEO Camp CEO 
1 NORTHERN Kaputa 19 2 0 10 5 

2 NORTHERN Mpulungu 28 3 0 7 5 

3 NORTHERN Mbala 47 4 0 18 14 

4 NORTHERN Nakonde 13 3 3 10 10 

5 NORTHERN Mporokoso 13 4 4 19 13 

6 NORTHERN Mungwi 33 3 3 20 17 

7 NORTHERN Isoka 41 5 0 25 12 

8 NORTHERN Chinsali 30 4 1 29 19 

9 NORTHERN Kasama 68 4 4 24 19 

10 NORTHERN Luwingu 8 5 5 16 5 

11 NORTHERN Chilubi 15 3 0 9 8 

12 NORTHERN Mpika 30 6 1 33 27 

13 LUAPULA Chienge 4 4 0 11 8 

14 LUAPULA Nchelenge 4 3 3 15 13 

15 LUAPULA Kawambwa 44 7 7 39 24 

16 LUAPULA Mwense 35 5 5 24 15 

17 LUAPULA Samfya 15 7 7 33 21 

18 LUAPULA Mansa 70 7 1 43 32 

19 LUAPULA Milenge 13 8 8 10 10 

20 
NORTH 

WESTERN 
Mwinilunga 20 8 5 31 22 

21 
NORTH 

WESTERN 
Solwezi 18 8 8 52 28 
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22 
NORTH 

WESTERN 
Kabompo 49 5 5 29 22 

23 
NORTH 

WESTERN 
Kasempa 7 5 2 23 16 

24 
NORTH 

WESTERN 
Mufumbwe 38 5 0 22 13 

25 
NORTH 

WESTERN 
Zambezi 14 5 0 32 13 

26 
NORTH 

WESTERN 
Chavuma 22 6 0 21 6 

27 WESTERN Lukulu 19 7 3 40 16 

28 WESTERN Kaoma 25 7 2 36 17 

29 WESTERN Kalabo 24 6 5 36 12 

30 WESTERN Mongu 35 6 6 44 27 

31 WESTERN Senanga 18 7 4 26 14 

32 WESTERN Sesheke 29 5 5 33 23 

33 WESTERN Shang'ombo 56 3 3 17 4 

34 LUSAKA Chongwe 13 5 5 32 28 

35 LUSAKA Luangwa 15 2 1 8 2 

36 LUSAKA Lusaka 77 4 4 20 18 

37 LUSAKA Kafue 14 4 4 20 20 

38 CENTRAL Serenje 20 8 6 34 20 

39 CENTRAL Mkushi 13 6 5 10 10 

40 CENTRAL Kapiri Mposhi 21 6 5 30 27 

41 CENTRAL Mumbwa 31 8 5 35 33 

42 CENTRAL Kabwe 29 4 4 14 14 

43 CENTRAL Chibombo 68 6 6 30 30 

44 COPPERBELT Chililabombwe 5 3 1 15 16 

45 COPPERBELT Chingola 16 5 2 16 14 

46 COPPERBELT Mpongwe 53 4 2 20 20 

47 COPPERBELT Mufulira 30 5 3 17 17 

48 COPPERBELT Kalulushi 37 3 3 12 12 

49 COPPERBELT Kitwe 51 4 3 10 12 

50 COPPERBELT Ndola 24 3 4 10 11 

51 COPPERBELT Luanshya 29 4 1 16 15 

52 COPPERBELT Masaiti 14 8 8 12 12 

53 COPPERBELT Lufwanyama 19 7 3 23 18 

54 EASTERN Chama 11 4 2 25 9 

55 EASTERN Lundazi 71 5 4 44 33 
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56 EASTERN Mambwe 28 3 3 13 13 

57 EASTERN Chipata 119 8 8 57 37 

58 EASTERN Petauke 7 5 5 44 33 

59 EASTERN Katete 15 5 5 30 30 

60 EASTERN Chadiza 56 3 3 23 15 

61 EASTERN Nyimba 15 3 3 16 13 

62 SOUTHERN Itezhi tezhi 7 4 1 11 8 

63 SOUTHERN Mazabuka 22 4 2 31 29 

64 SOUTHERN Namwala 4 4 1 15 10 

65 SOUTHERN Monze 17 5 5 53 18 

66 SOUTHERN Siavonga 39 5 5 18 6 

67 SOUTHERN Kazungula 10 4 3 19 13 

68 SOUTHERN Choma 10 6 6 40 26 

69 SOUTHERN Kalomo 20 6 6 37 27 

70 SOUTHERN Gwembe 12 3 3 16 6 

71 SOUTHERN Sinazongwe 16 7 3 11 10 

72 SOUTHERN Livingstone 11 1 1 2 1 

  Total   1,973 354 244 1,726 1,196 

     PaViDIA 調べ（2008.12）

 

2）普及員の業務と報告  

CEO の業務は、担当キャンプの村への農業普及であり、所属郡の指示により

MACO の方針に沿った技術指導を行う。また、郡の指示でドナー、NGO などが管轄

キャンプで実施する活動の支援業務も行う。BEO は、ブロック内の農業普及活動の

調整とともに、ブロック下の CEO の監督もおこなう。BEO は、郡事務所と CEO を

繋ぐ重要なポジションである。  

CEO は、郡により違いはあるが、週に 1 回、あるいは月に 1 回担当キャンプ内の  

村を訪問するよう期待されている。そして、月例報告を BEO に提出することとなっ

ている。BEO も月例報告を提出するが、SAO への提出となる。SAO は、DACO へ

報告すると共に、コピーを PAO へ報告する。PAO は、PACO に報告すると共に、本

省普及担当次長に報告する。DACO から PACO、PACO から本省への報告は、四半期

報告、半期報告、年報である。報告には、定型様式があるが必ずしも使われていな

い。  

（3）農業普及の問題点  

農業普及の問題点は、以下のとおり挙げられる。  

・CEO の配置が全国平均で 70%と少ない。特に、西部州は 50%以下である。このよ

うな状況では、国土が広く道路網の発達していない「ザ」国では、効率的な普及

は難しい。  

・CEO の宿舎が十分に確保されていないため、担当キャンプ内あるいは近隣への居



 33

住ができない。そのため、農家訪問回数が少なくなっている。  

・政府の予算配分が少ないため、遠い村への訪問回数が減り、十分な活動が出来て

いない。  

・普及員への技術研修予算がなく、技術の向上ができておらず、農民への技術普及

に支障をきたしている。  

・本調査では、限定的に普及員からの報告がある程度なされていることを確認した

が、一般的には報告・連絡・相談が十分に行われていない。  

・ドナー、NGO による研修は、特定地域に対する特定な研修である場合が多いが、

その研修成果を生かす仕組みを持っているプロジェクトは少ない。  

 

（4）他ドナーの農業普及分野への支援  

現在、MACO に対する農業普及に係る支援は、JICA のほかにスウェーデン、EU、

フィンランドが実施している。  

1）スウェーデンの支援  

・農業支援プログラム（Agriculture Support Programme:ASP）及びその後継案件  

SIDA は、2003 年から 2008 年までの 5 年間、北部州、中央州、南部、東部州 4

州の 22 郡において MACO 普及員を使った農業支援プログラムを実施した（約 36

億円）。目的は、食糧安全保障の確立、収入増と貧困削減であった。そのために、

①土地管理の促進、②ポテンシャルのある農民への研修を通したアグリビジネス

の促進、③生産物購入業者、小規模金融、外部委託生産等との連携を柱にした支

援を実施した。フィールドレベルでは、普及員を利用した活動を行なってきたが、

MACO 組織外にプロジェクト事務所を設立したこと、また、キーとなるポジショ

ンに外部者を利用したため、MACO の人材能力強化にはならなかった。そのため、

SIDA からのフェーズ 2 プロジェクトの実施が MACO に提案された時、当初は認

められなかった。それを受け、SIDA は MACO が希望する MACO 内でのプロジェ

クト実施を視野に、コンサルタントを雇用し、MACO 職員と共に後継案件の策定

を図った。後継案件の概要は以下である。  

 ・プロジェクト名：ASP フェーズ 2  

・プロジェクト期間：2010 年 2 月から 2015 年 2 月（5 ヵ年）  

・ターゲット地域：ASP と同じ 4 州 22 郡  

・裨益者：地方の知識・自己資金をもった農民とその家族（約 44,000 人）  

・予算：174,636,800,000 クワチャ（約 32 億円、1ZMK=0.001850 円）  

・プロジェクト目標：持続的かつ儲かる農業を通した貧困削減、食糧安全保障の促

進  

・プログラムコンポーネント  

①MACO の普及システム強化による農民のビジネスとしての農業への取り組み  

支援  

②ASP での経験をもとに、儲かる農業、付加価値やバリューチェーン、気候変動  

なども含めた能力強化の研修実施  
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2）EU の支援  

EU は、JICA と同様に MACO 内にプロジェクト事務所を置き、MACO のリソース  

を使い、西部州及び北西部州において農業の多様化と食糧の安全保障の支援プロジ

ェクトを実施している。プロジェクトの概要は以下である。  

・プロジェクト名：  S u p p o r t  t o  A g r i c u l t u r a l  D i v e r s i f i c a t i o n  a n d  F o o d  S e c u r i t y  

i n  W e s t e r n  a n d  N o r t h - W e s t e r n  P r o v i n c e s（ S A D F S）  

・プロジェクト期間：2006 年 6 月から 2010 年 6 月（4 ヵ年）  

・ターゲット地域：西部州及び北西部州の 14 郡  

・裨益者：地方農家（2000 家族）  

・予算：15 百万ユーロ（約 20 億円）  

・プロジェクト目標：小規模農民が食糧の安全保障と農業の多様化を意識し農業を

改善する  

・プロジェクトコンポーネント  

 ①ザ国の農業政策の食糧安全保障のコンポーネントが実施される。  

②ターゲット地域での MACO の普及サービスが改善される。  

③無償資金を利用して NGO が食糧の安全保障活動計画が効率的に行われる。  

 

3）フィンランド  

フィンランドは、ルアプラ州においてルアプラ州 PACO 事務所を中心とする

MACO の組織を使い下記のプロジェクトを実施している。なお、現在フェーズ 2 プ

ロジェクトの実施を準備中。  

・プロジェクト名：Programme for Luapula Agricultural and Rural Development（PLARD） 

・プロジェクト期間：2006 年 3 月から 2010 年 2 月（4 ヵ年）  

・ターゲット地域：ルアプラ州  

・裨益者：漁をする地域社会、進歩的な中流農業生産者、最下層の農民及び都市住

民（10,000 人）  

・予算：99.94 百万ユーロ（約 12.9 億円）  

・プロジェクト目標：水産開発を通した持続的な収入と食糧安全保障の改善  

           農業サブセクター開発を通した続的な収入と食糧安全保障の改善 

           アグリビジネス開発を通した続的な収入と食糧安全保障の改善  

           支援政策、規則、組織環境への寄与  

・プロジェクトコンポーネント  

  ①持続的水産開発  

②農業開発  

③アグリビジネス開発  

④政策、規則、組織  

 

３－３ 参加型開発 

（1）PaViDIA における参加型開発  

「PaViDIA アプローチ」は、MACO 普及員の指導の下 MP の計画から実施、評価ま
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でを住民が主体となって進めることで、村の課題解決能力を高め、最終的に村の自

立的な発展を促すことを目的としている。つまり、「参加」は「目的」ではなく、

目標達成のための「手段」として位置づけられている。  

 

（2）普及員の役割  

村の課題解決能力を高め、村の自立的な発展を促すという目標を達成するために、

非常に重要な位置を占めているのが「普及員」の存在である。「参加型」というと、

住民の参加だけに焦点が当てられがちであるが、住民と普及員がともに活動に「参

加」することを重視しているのが、PaViDIA アプローチの一つの特徴である。  

MP を実施する過程において、住民だけでは解決できない様々な問題に直面した

場合、普及員による助言や技術的指導が必要になってくる。ここで普及員に求めら

れる能力は、住民が抱える問題を単に聞くだけでなく、自らの目で見て状況を分析

し、課題解決方法を住民とともに考え、計画・実施・評価を行い、必要であれば改

善を加える、という広範囲なものとなる。村を訪問する普及員が「住民とともに」

考え、農村開発活動の主体者側の一人として自発的に関わることで、初めて「参加

型」の農村開発が効果的なものとなる。  

 

（3）長期的視点  

PaViDIA アプローチのように、参加型農村開発の活動の目的が、対象となる村の

社会的・経済的な状況をより良いものにすることである場合、活動の主体者となる

住民や普及員には長期的な視点が求められる。なぜなら、MP（特に、農業コンポー

ネント）を実施し、実際にその成果が現れるまでには少なくとも数年はかかること

が予想されるためである。実際、インタビューした州や郡の関係者からも成果が出

るまでには 3 年は必要だとの声が聞かれた。  

 

（4）アプローチの柔軟性  

日本の約二倍という広い国土を有する「ザ」国においては、地域によって自然条

件、民族、生活様式が変わるため、人々の気質も大きく異なることが考えられる。

北部州と西部州の村を較べてみても、人口の大半が農村部に居住し、そのほとんど

が農業で生計を立てているという点は共通しているものの、一方で民族や言語、気

候や主要作物に至るまで大きく異なる。そのため、「ザ」国のすべての地域に必ず

しも同じアプローチが有効であるとは言い切れない。  

今回の調査中、各村での滞在時間は短く、一概に地域性が原因と決め付けること

は出来ないものの、北部州では比較的コミュニティがまとまっている印象を受けた

のに対し、西部州では全く逆の印象を受けた。  

「参加型開発」に用いられるアプローチは、このように民族や地域の特性に合わ

せて柔軟に対応できるものである必要があると思われる。その際、普及員には地域

に適した農業技術を指導するのと同様に、その地域や民族の特長を活かした「参加

型開発」提案する応用力が求められる。  
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（5）参加型の「成果」と「過程」  

PaViDIA の農村開発の目的は、既に述べたように村の課題解決能力の向上をめざ

したものである。その意味では、収入が向上したというような「結果」も大事であ

るが、同時に、プロジェクトの成果が出るまでの「過程」において、村にどのよう

な課題が発生し、それをどのような方法で解決し、その結果としてコミュニティに

起こる「目に見えない変化」にも目を向けるべきである。例えば、ある時点で村に

おける貯蓄額が増えていないとしても、コミュニティ内で結束力が高まったと村人

が感じているのであれば、それ自体が村の自立的発展に向けた貴重な「成果」であ

ると考えられるからである。  

州や郡の職員へのインタビューの中で、「MP の実施中、住民が途中で道筋を見失

う」というコメントが聞かれたが、それは普及員にとっても同様であろう。「参加

型」の形式や、活動の「成果」にとらわれ過ぎると、無意識のうちに「手段」が「目

的」になってしまう可能性は高い。  

今回、西部州カオマ郡のカナペンデ村で行ったプロジェクト委員会メンバーとの

インタビューにおける例をここに挙げる。若い普及員は、大変意欲はあるように見

受けられたものの、着任して半年程度しか経っておらず、ファシリテーションには

不安を感じているようだった。プロジェクト委員長は英語も流暢でリーダーシップ

もあり優秀な人材に見受けられたものの、委員会メンバーとの間に対立が生じてい

た。調査団が、メンバーに MP に関する意見を求めたところ、女性を含めた参加者

から次々と不満の声が聞かれた。その声を簡単に要約すると、村が広すぎるためプ

ロジェクトの利益が村の一部の住民に偏っている、という不公平感に対する不満で

あった。  

確かに、現時点においてはカナペンデ村の MP は、順調であるとは言い難い。し

かしながら、別の視点から見てみると、郡や本省職員を含む調査団を前に、委員会

のメンバーが不満を口にしたことは、それぞれが問題意識を持っているとも考えら

れる。その意味において、参加型の効果の現われであるとも言えると考える。ここ

で、今後重要になってくるのは担当普及員と、更に普及員の活動を支援する郡、州、

更には本省の役割である。活動の支援体制が上手く機能すれば、カナペンデ村の活

動は、大きく好転する可能性を秘めていると思われる。現在あるこうした「課題」

を解決して行く「過程」こそが、村の活性化にとって重要である。  

 

 

（6）支援体制の確保  

本プロジェクトにおいては、普及員並びに MACO 本省、州、郡各レベルの職員の  

能力向上を目指すことが計画されている。ここでは、仮に住民と直接関わる普及員

のラインを「横のライン」、それ以外の本省、州、郡のラインを「縦のライン」と

する。  

「ザ」国に限らず、縦のラインである行政組織の業務改善には、その成果が出る

までにかなりの時間を要することが予想される。また、人事異動や政治不安による

影響も受けやすい。その意味で、直接日々住民と接する横のラインにいる普及員が
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果たす役割は非常に重要である。縦のラインが一時的に機能しなくなり、行政サー

ビスの供給が滞った場合、最もその影響を被るのは農村地域に暮らす人々であると

考えられるからである。その際、十分に育成され意欲を持った普及員の存在が、こ

れら農村の人々の暮らしを支えることになる。  

但し、普及員の能力は研修を受けただけで高まるものではない。村の住民との信

頼関係の構築には時間も経験も必要である。普及員へのインタビューにおいても、

殆どの普及員から「ファシリテーションの難しさ」が挙げられた。研修や現場の数

を踏むことに加え、実績のある先輩普及員から学ぶなど、日本における普及人材育

成の方法も参考になると思われる。  

 

（7）普及員のモチベーション  

また、途上国の普及員共通の課題として、手当ての問題がある。村へのアクセス

手段、燃料費、日当などに係る不満の声は高い。こうした不満の解消も必要である

が、全ての普及員を満足させることは現時点では不可能に近い。そのため、それ以

外の面で普及員の仕事に対するモチベーションを向上させる方法を考えることが

重要である。  

州、郡の担当職員に求めた意見の中に、普及員が担当する村の MP にメンバーと

して加わることで、本人の利益にもつながり、また、リードファーマーとしての役

割も期待できるのではないか、という意見があった。戦後の日本における普及活動

においても、普及員が遠隔地の住民を訪問する際は、住民が宿を提供していた例も

あり、普及員から指導を受ける代わりに村全体で普及員の生活を支える、という関

係も有効な手段の一つとなる可能性はある。  

 

（8）まとめ  

以上で述べてきたように、村人が単に活動を実施するだけでは「参加型」による

効果の持続性は得られない。現場の普及員（横のライン）が住民とともに考え行動

し、同時に普及員を支援する体制（縦のライン）を強固なものにする必要がある。

本プロジェクトにおいては、この点に重点が置かれることになる。更に、「参加型」

のアプローチは柔軟で応用の効くものとし、「結果」のみならず、長期的な視点で

「過程」における変化にも評価の目を向けることも重要である。つまり、「参加型」

が可能となる環境づくりを、関係者がそれぞれの立場で行うことが大切である。  
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第４章 技術協力プロジェクトの基本計画  

 

４－１ プロジェクトの内容 

（1）プロジェクト名の変更  

要請時の名称は以下のとおり。  

（英）C a p a c i t y  D e v e l o p m e n t  f o r  R u r a l  A r e a  E x t e n s i o n  S y s t e m  w i t h   

    A g r i c u l t u r e - C e n t e r e d  M i c r o - P r o j e c t  ( C - D R E A M )  

（和）農村地域普及システム強化プロジェクト  

 

本プロジェクトは、（ツールとしての）PaViDIA アプローチを活用して農村開発活

動を実践することにより、普及員が提供する普及サービスの改善及びそれら普及員

を支援すべく MACO の体制強化を実施するものである。普及システムの強化という

と、MACO のみならず関連機関も含んだ普及にかかる全体の組織・体制強化との誤

解が生じる可能性があること、また、「マイクロ・プロジェクト」という言葉が

PaViDIA プロジェクトの中でのみ使用されるものであり、一般的ではないため、本

調査中に、「ザ」側からも変更の必要性が示唆された。  

上記を踏まえ、先方と議論した結果、以下のとおり合意され、英名との整合性の

観点から、和文の案件名の変更も必要と思料する。  

（英）R u r a l  E x t e n s i o n  S e r v i c e  C a p a c i t y  A d v a n c e m e n t  P r o j e c t   

－ T h r o u g h  P a Vi D I A  A p p r o a c h － （ R E S C A P ）  

（和）農村振興能力向上プロジェクト  

 

（2）プロジェクト期間  

2009 年 12 月 17 日～2014 年 12 月 16 日（5 ヵ年）  

 

（3）対象地域  

「ZI プロジェクト」並びに「PaViDIA フェーズⅡ」の終了時評価報告書上でフォ

ローアップの必要性が提言されている通り、本プロジェクトにおける対象地域は

北部州並びに西部州とし、北部州を最重点地域と位置づけることで合意した。  

なお、上記 2 州以外の州においても、過去に MP を実施した村、また、今後他ド  

ナーや MACO が独自に MP を実施する村があることが想定される。そのような村

については、基本的に大きな投入は実施しないが、モニタリングについては実施

することとし、それらの活動成果をプロジェクトの実施に活かすこととする。  

 

（4）対象グループ  

MACO 本省普及関連部署職員、対象地域の MACO 職員 約 250 名  

新規対象村 135 村の農家 15,838 戸（103,000 人） 8 
                                                        
8  本プロジェクトでモニタリングの対象となるのは、これまで MP が実施された村と新規分をあわせて 305
村、 35,782 農家、 23 万 2 千人。なお、ザ国における村の数は、全体 9,922 村、孤立地域 5,448 村。  
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（5）プロジェクト組織  

MACO 本省と対象地域の州、郡に設置されるプロジェクト・オペレーション・ル

ーム（POR）が管理する。POR は、プロジェクト運営管理に留まらず、MP 実施の

ための、MACO 内外からの技術的支援のアレンジ・調整を行うべく、支援センター

としての機能を持つこととする。  

 

（6）その他  

1）農村開発活動（マイクロ・プロジェクト）実施の（初期）費用  

農村開発活動の実施費用確保については、本来は「ザ」側に責任があるが、MACO

の厳しい予算の状況を考慮し、 JICA がプロジェクトにおける研修並びに運営費用

については、その一部を負担する。両者のコストシェアリングの観点より、農村開

発活動の原資については、日本政府が支援する 2KR／貧困農民支援無償の見返り

資金 9及び WFP への拠出金の一部等を活用する。また、その他ドナー等からの農村

開発活動の原資獲得については、両者が共同して実施する。  

 

2）ローカルコスト  

本プロジェクトでは、PaViDIA よりも研修の実施回数が増加することが予想され、

MACO 職員への講師謝金等の支払いや、出張手当でもめることのないように留意

する必要がある。従って、基本的に、プロジェクトに配属された C/P の手当は「ザ」

側が負担する一方、出張時の手当については先方の予算不足も考慮し、必要に応じ、

JASZ 署名援助機関の合意を踏まえた JICA の規定に従って日本側が負担する。  

 

3）他ドナーとの連携  

現在 EU が、SADAFS を実施中であり、「Performance Enhancement Program（PEP）」

の開始を準備中である。また、SIDA は ASP Phase2 を開始予定であり、北部州を含

む 4 州 22 郡の篤農家を対象とした協力を実施予定とのこと（但し、本案件の対象

郡との重複はない）。   

また、フィンランドは、ルアプラ州において PaViDIA 手法を活用した、農村開

発 (PLARD)を展開しており、それらドナーとの情報共有・連携が重要である。本プ

ロジェクト実施に際しては、EU と SIDA と 3 者で、今後とも情報共有のための定

期的な会合を行う。また、本来 MACO がイニシアティブを取り、関係ドナーを調

整すべきであり、「ザ」側が EU、スウェーデン、フィンランド等他ドナーや NGO

との連携促進を主体的に行う。  

 

4）他プロジェクトとの連携  

現在、MACO を対象として、「食糧安全保障向上を目的とした食用作物多様化支

                                                                                                                                                                             
 
9  見返り資金とは、商品援助によって、相手国が購入した商品の売却によって生じる資金。貧困農民支援無

償の場合は、供与された物資の売却代金を、「ザ」国政府が中央銀行などの指定口座に振り込み、積み立てて

いる。その活用に関しては、在外公館を通じてモニタリングされる。  
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援プロジェクト（FoDiS）」と、「小規模農民灌漑システム開発計画調査（COBSI）」

を実施中である。前者については、キャッサバ、サツマイモ、豆類等耐乾性作物や

ネリカの普及を行っており、本プロジェクトへの同技術の活用が可能である。また、

後者については、北部州及びルアプラ州を対象に小規模農家の農業生産性を改善す

るための営農計画を含めた灌漑システム開発アクションプランの作成を目指して

おり、本プロジェクトの小規模灌漑にかかる技術的な部分のフォローが可能である。 

また、北部州カサマ郡及びルサカ州カフエ郡には、村落開発普及担当の青年海外

協力隊を派遣予定であり、それらプロジェクトとの連携が重要である。これらの連

携については、MACO が中心となって実施して欲しいと考え、MACO が、JICA が

実施する他プロジェクト（FoDiS10,COBSI11）やボランティア事業との連携を図る。  

 

４－２ プロジェクトの枠組み 

 本プロジェクトでは、PaViDIA プロジェクトで確立した孤立地域の参加型開発モデ

ルを教材として活用し、対象地域において MACO が主体となった農村開発活動の実践

と MACO 組織内での意思疎通体制の機能化を通じ、MACO の農村普及サービスを改

善することを目的とする。  

 普及サービス改善のためには、①MACO 普及員の技術力・実践力といった個人の農

業関連技術・普及面の能力強化（個人の能力強化）のみならず、②活動のモニタリン

グ及び支援能力、全体の管理能力といった組織面の能力強化（組織の能力強化）が必

要であり、本プロジェクトは、両方の能力強化を目指すものである。  

 前者については、普及員が現地の異なる対象地に適切な技術を選択し、農民に的確

に伝える能力を醸成する。また、後者は農民に伝えた技術が実際に現場で機能してい

るかモニタリングを行い、問題点については、本省－州－郡－ブロック /キャンプに至

る MACO 普及組織末端まで組織として解決すべく、その機能強化及びコミュニケーシ

ョン向上にかかる支援を行う。各レベルでの農村振興能力のイメージは図 4-1 のとお

り。  

 MACO 普及サービスを改善することにより、農家が適切な技術を取り入れ、その技

術を使用することにより、対象村における農家の生計が向上することが期待される。  

 なお、PaViDIA モデルを活用した農村開発活動を開始するためには、村へ直接的に

投入する原資が必要であり、日本政府が WFP に拠出した資金の一部や 2KR/貧困農民

支援無償の見返り資金等を活用する。  

図 4-2 にプロジェクトの概念図を示す。  

 

 
 

 

 
                                                        
10 キャッサバ始め食用作物の生産・加工・保存技術の普及並びに生産に関する研修などを実施中（ 2006 年か

ら 2011 年 10 月まで 5 年間）。 
11北部州とルアプラ州を対象に、持続性を最重視した簡易な灌漑システム導入による農業生産性の向上と農

村振興を目的とする支援を 2008 年から開始。  
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農業改善の支援能力  マイクロ・プロジェクト（MP）の支援能力

POR-HQ （本省）  
・展開戦略づくり  
・各州の予算とりまとめ  
・全体予算の執行管理  
・全国の人材育成とりまとめ  
・MP プロポの最終とりまとめ  
・ドナー交渉・調整・報告  
・アプローチの整理  
・州レベルへの指導  

POR-Province （州）  

・州レベルでの戦略執行  

・各郡の予算計画とりまとめ  

・州レベルでの予算執行管理  

・各郡の人材育成  

・MP プロポの州レベルとりまとめ 

・郡レベルへの指導  

POR-District （郡）  

・郡レベルでの戦略執行  

・郡レベルでの MP 予算計画  

・郡レベルでの MP 予算執行管理 

・普及員の MP 関連の人材育成  

・MP プロポの郡レベルとりまとめ 

・普及員への指導  

CEO/BEO （普及員）  
・村への訪問  
・MP プロポの作成指導  
・MP の執行管理指導  
・村人/MP コミッティの人材育成 
・MP レポート作成指導  
・郡への報告と相談  

CEO/BEO （普及員）  
・農民への訪問  
・営農改善計画つくり  
・計画の執行（普及活動）  
・普及効果の評価  
・普及活動レポートの作成  
・レポートの提出  

村レベル  

マイクロ・プロジェクト (MP) 
村レベル  

MP 内外の農民グループ /農民  

POR-District （郡）  

・郡レベルでの普及戦略  

・郡レベルでの計画執行管理  

・普及員の普及能力強化  

・普及報告書の郡レベルとりまとめ 

・郡レベルでの普及戦略の評価//改善 

・普及員への指導  

POR-Province （州）  

・州レベルでの普及計画  

・州レベルでの計画執行管理  

・郡の普及員への指導能力強化  

・普及員報告書の州レベルとりまとめ 

・州レベルでの普及の評価 /改善  

・郡レベルへの指導  

POR-HQ （本省）  
・普及計画基本方針  
・農業普及手法の整理  
・州レベル報告書のとりまとめ  
・全体の普及の評価 /改善  
・他の農業普及手法との連携  
・州レベルへの指導  

図 4-1 農村振興能力のイメージ
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図 4-2 RESCAP 概念図  

 

 

 

 

 

上位目標：対象地域における農家の生活の質が向上する。 

プロジェクト目標：対象地域において、MACO が提供する農村普及  
サービスが PaViDIA を（エントリーポイントと  
して）活用することにより改善される。  

（成果 3）  
キャンプ /ブロック、

郡、州による活動のモ

ニ タ リ ン グ 並 び に 支

援能力が強化される。

（成果 4）  
MACO の普及サービ  
スの管理能力が強化さ 
れる。 

（成果 1）  
農家のための適切な  
技術が特定される。  

（成果 2）  
普及員の農業普及  
実践力が強化される。 

技術・普及面の能力 

（農業普及員の能力向上） 

能力 

組織面の能力 

（普及サービス体制の強化）

能力 

基本となる PaViDIA 

アプローチ  

・ 対象は村全体  

・ 村の資源を活用  

・ 能力開発  

・ 農業の普及サー

ビス  

・ 長期的支援  

「能力」の強化 

様々なプロジェクト活動 

活動 1 活動 2 活動 3 活動 4 
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（1）上位目標  

対象地域における農家の生活の質が向上する。  

 

（2）プロジェクト目標  

対象地域において、MACO が提供する農村普及サービスが、PaViDIA を（エント

リーポイントとして）活用することにより改善される。  

 

（3）成果  

①農家のための適切な技術が特定される。  

②普及員の農業普及実践力が強化される。  

③キャンプ /ブロック、郡、州による活動のモニタリング及び支援能力が強化され  

 る。  

④MACO の普及サービスの管理能力が強化される。  

 

（4）活動  

（普及員の技術能力向上）  

① -1. 専門家及び C/P が、農家のニーズ調査を実施し、利用可能な既存の技術や実  

践事例等必要な情報を収集する。  

① -2. 専門家及び C/P が、1-1 の調査結果を基に、農家の適正技術を分析し取りまと  

める。  

① -3. MACO が、対象地域において MP の実践を通じ、各種普及方法（FFS の開催、  

先進農家を通じた普及等）を用いて適正技術や情報を農民に対して提供する。 

 

 （普及員の普及活動の改善）  

② -1. 専門家及び C/P が、研修実施のための普及員のニーズ調査を実施する。  

② -2. 専門家及び C/P が、普及員のための研修計画を作成し、教材を作成する。  

② -3. 専門家及び C/P が、普及員のための農業指導書を作成し、また、農家配布用  

普及資料の作成を普及員に対して指導する。  

② -4. 専門家及び C/P が、郡職員及び普及員のための研修を実施する。  

② -5. MACO が、活動 3-3 及び 3-4 と連携して、普及員の現場での活動をモニタリン  

グする。  

 （MACO の組織的能力向上（州、郡、キャンプ /ブロック））  

③ -1. 専門家及び C/P が、活動 4-2 と連携し、普及活動に係るキャンプ /ブロック、

郡、州（実施運営レベル）の職員の業務内容を確認する。  

③ -2. 専門家及び C/P が、既存のモニタリング・システム及びモニタリング活動に  

おける問題点を特定し、分析する。  

③ -3. MACO が中心となり、3-2 の結果を基にモニタリング計画を作成し、同計画に  

基づき実施する。  

③ -4. MACO が、3-3 の活動をレビューし、必要に応じて計画を改善する。  

（注 :活動 3 においては、既存、並びに予定されている MP 実施村が対象に含ま
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れる）  

 

 （MACO の組織的能力向上（本省））  

④ -1. MACO が、省内における部署間及び他ドナー等との連携を進め、定期的に会  

議を開催する。  

④ -2. MACO が中心となり、本省をはじめ、対象地域の州・郡の役割を明確にし、  

プロジェクト事務局（POR）を設置する。  

④ -3. MACO が、プロジェクトの年間の活動並びに予算計画を作成する。  

④ -4. MACO が、活動の 2-2、2-3 に係る普及員のための研修実施を支援する（例 :講  

師派遣、教材資料の提供等）。  

④ -5. MACO が、各 MP 活動全体を監督する。  

④ -6. 本省 POR が、各 MP の進捗状況を合同調整委員会（ JCC）及び運営委員会（MC） 

に報告する。  

④ -7. MACO が、各 MP 活動の認知度向上、原資獲得のため、広報活動を実施する。  

④ -8. 専門家が C/P とともに、管理能力評価指標を開発する。  

④ -9. 専門家の助言を基に、MACO が組織的能力に係る業績の自己評価及び再検討  

を行う。  

 

４－３ プロジェクトの実施体制 

実施体制については、PaViDIA と同様、MACO が、日本人専門家並びに JICA の支

援の下、プロジェクトの調整及び実施に係る全面的な責任を持つこと、MACO 次官を

委員長とする JCC、農業政策・計画局長を委員長とする MC をそれぞれ設置する。本

プロジェクトのメインの関係局は、普及を担当する農業局と調整機関である政策・計

画局であるが、①PaViDIA での経験から、農耕に加え、畜産や水産関係の活動が多い

こと、②収入向上活動としてマーケティング等販売にかかる要望が高いこと、③また、

農民グループを対象とした活動であること、④普及員への新技術の紹介が必要である

ことより、獣医・家畜開発局、水産局、アグリビジネス・マーケティング局、協同組

合局、研究局（研究所）の関係 5 局を協力機関として位置づけた。なお、2009 年 9 月

の MACO 組織改変により、獣医・家畜開発局及び水産局は、畜産・水産省として独立

することとなったため、同省を協力機関として位置づけた。  

「ザ」側としては、上記 5 局の局長を JCC のメンバーとして加えたい意向であった

が、あまり関係者を増やすと様々な問題が発生する可能性があることを考慮し、5 局

のうち協同組合局長のみを JCC のメンバーとした。  
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第５章 事前評価調査結果  

 

評価 5 項目とは以下の通り。  

＜評価基準＞ 開発援助委員会（Development Assistance Committee:DAC）5 項目評価  

視点  具体的アプローチ  

妥当性  

 

プロジェクトの妥当性は、相手国政府の開発政策とターゲットグルー

プや関与するコミュニティのニーズ、さらに日本国の対「ザ」国協力

方針に合致しているか否か、プロジェクト・アプローチとしての適切

さ等に関して、プロジェクト目標と上位目標が的確であったかどうか

をレビューすることにより検証。  

有効性  有効性は、プロジェクト成果とプロジェクト目標との関係を明確に

し、実施されたプロジェクトにより、どの程度、目標が達成されるか、

あるいは達成が見込まれるのか等を評価することにより検証。  

効率性  

 

プロジェクト実施の効率性は、タイミング、質的、量的な観点からプ

ロジェクトのインプットとアウトプットとの関係に着目し、分析を行

う。  

インパクト  プロジェクトのインパクトは、プロジェクトによってもたらされた影

響（正・負、想定・未想定の両方の点から）を評価。  

自立発展性  自立発展性は、プロジェクトの成果が案件終了後どの程度持続可能か

を検討し、組織・制度面、財務面、技術面を中心に評価。  

 

今回の詳細計画策定調査を通して得られた評価結果の概要は 5 項目に即して整理分

析すると、以下の通り。  

 
５－１ 妥当性 

本案件は、以下の理由から妥当性が高いと判断される。  

（1）JICA 事業としての妥当性及び我が国の比較優位（技術的あるいはノウハウの面） 

我が国が「ザ」国にて、長期に渡って協力してきた農業・農村分野に対する協力

支援、特に、PaViDIA プロジェクトで蓄積された実績、そして知見、ノウハウを本

件に活用することが可能である。また、何より、「ザ」国政府が PaViDIA プロジェ

クトの成果を高く評価した結果、参加型アプローチでの村落開発に対して強い関心

とコミットを示し、PaViDIA アプローチ手法の継続活用を望んだ案件であり、我が

国の協力事業として妥当である。  

 

（2）当該国政府の戦略との整合性  

本プロジェクトの目標は、農業分野の二極化に目を向け、孤立地域における貧困

を軽減させるために取り組んでいくことである。従って、本プロジェクトは「ザ」

国の政策の根幹である PRSPや  FNDPを始め、 NAP、農業開発支援プロジェクト
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（ADSP）を含む「ザ」国の国家開発政策に合致しており、同国の農業、特に、小規

模農家の重要性に鑑みて妥当であり、また、食料安全保障や貧困削減などの国家目

標実現に向けた孤立地域の貧困農民支援に合致している。とりわけ、本件は同国が

政策としている貧富や都市と農村の格差是正のための具体的施策の一つといえる。 

さらに、日本国が主催した第4回アフリカ開発会議（TICAD IV）における方針、

「ザ」国に対する日本のODA戦略ペーパー及びODA政策の重点課題も本プロジェク

トの方向性と合致している。  

 

（3）国別援助計画及び事業実施計画との整合性  

我が国のアフリカに対する協力として、TICAD の場で、「農業・農村開発」を重  

点支援分野として位置付け、農業やコミュニティ開発を支援していく発表を行って

いる。  

さらに、対「ザ」国支援についても、2002 年に策定された国別援助計画のなかで、

重点分野の柱の一つとして「農村開発を中心とする貧困対策への支援」が挙げられ

ている。また、JICA 国別事業実施計画の中でも、「小規模自給農家の自立発展支援」

は重点課題の一つに位置づけられており、本プロジェクトは「農村自立発展支援」

プログラムに含まれている。これらの点に鑑み、本プロジェクトと日本の政府開発

援助及び JICA の国別事業展開計画との整合性は確保されている。  

なお、本件の受益者となる小規模農家に対して、コミュニティ及び農民一人一人

のエンパワーメントを通じて、村単位の自立発展性を向上させることは我が国の基

本方針と一致する。  

 

（4）ターゲットグループのニーズとの整合性及びプロジェクトデザインの適切さ  

「ザ」国の農業は、大規模農家及び中規模農家と、自給自足的農業を営む小規模

農家（全農家戸数の 9 割を占める）という二重構造を有しており、「ザ」国政府の

重点政策課題である貧困の軽減のためには、小規模農家を中心とした農村開発が重

要視されている。農村のなかでも、特に、「孤立地域」と呼ばれる地理的に厳しい

条件下にあって、貧困率が都市部との比較において著しく高く、村落開発を通した

生活レベルの改善ニーズが強い小規模農家をターゲットとすることは、同国の政策

と一致している。  

一方、本プロジェクトの C/P 機関であり、実施機関となる MACO は、現行の

PaViDIA プロジェクトの実施によって、普及部門を担当する農業局を始め本省の組

織・人材の能力向上が図られてきている。但し、PaViDIA プロジェクトでは、村レ

ベルでの活動のファシリテーションを行うための C/P として州あるいは郡レベル

の普及関係者・組織を巻き込んできたものの、普及体制の強化や普及員の技術能力

向上そのものをプロジェクトの最終目標としたものではなかったため、まだ不十分

というのが現状である。今後、PaViDIA 手法を他の地域で展開していくためにも、

また、PaViDIA プロジェクト対象地域のフォローのためにも、普及システムの改

善・強化への支援は重要であり、同 C/P 機関の機能強化並びに能力向上を図るとい  
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うプロジェクトのデザインは適切と判断される。  

 

５－２ 有効性 

（1）計画の論理性  

孤立地域の参加型村落の実用モデルが PaViDIA プロジェクトの実施によって確立

しつつある一方、農業普及システムの脆弱さがその実施過程で明らかとなり、他の

孤立地域の貧困削減のためには、同モデルの活用・実践を通じた、農業普及体制の

更なる強化が必要である点が、PaViDIA プロジェクト終了時評価にて明らかとなっ

ている。こうした状況を踏まえて、同プロジェクトでは、「ザ」国における普及制

度の問題点を明らかにし、より効率的・効果的な農村開発支援を行うとともに、農

家が欲する農業普及サービスの提供及び技術指導といった取り組みを行うことか  

ら、本プロジェクトの有効性が認められる。 

 

（2）プロジェクト目標達成へのアウトプットの貢献度  

プロジェクトの 4 つのアウトプットはいずれもプロジェクト目標達成に資するも  

のであり、農民の技術向上、普及員の適正技術・普及指導能力向上、末端までの農

業普及実施体制及び支援計画の策定、農村開発支援に係る MACO のマネージメント

管理能力向上という 4 要素の相互連関による貢献は大きいと考えられる。  

 

（3）プロジェクト・アプローチの有効性  

PaViDIA プロジェクトにて MP を実施した村の普及員は、以前より頻繁に村に通

うようになり、その結果、MP 以外の農業に関する指導も行うようになったという

声が複数の普及員から聞かれるなど、同 PaViDIA アプローチは、村の能力開発に効

果があるだけでなく、実施を通じて農業普及を強化する機能があることが確認され

ていることから、農業普及強化に取り組む際に、PaViDIA アプローチをツールとし

て用いることは、その有効性が強いと判断される。  

さらに、本プロジェクトでは、PaViDIA プロジェクトで蓄積したノウハウや経験、

成果物（マニュアルやガイドライン）を引き続き、本プロジェクトで活かし、また、

継続して協力を行う事を念頭に置いていることから、事業の継続性のみならず、今

までの協力の成果をより確実、拡大するものである。  

なお、PaViDIA アプローチは、他ドナーにより少しずつ形を変えて応用されてお

り、その応用形の成果をレビューすることにより、PaViDIA アプローチを改善する

ことが可能と考えられ、郡事務所と普及員によるモニタリング方法や報告の正確さ

の確立を始め、本プロジェクトの実施とあわせて、同アプローチのさらなる発展、

定着が期待されることから、本プロジェクトの目標である、PaViDIA アプローチを

通じて、MACO が適切な普及サービスを農家に対して行うことが可能であると判断

できる。  

 

（4）「ザ」国における本件の位置づけと目標設定  

「ザ」国では、農民への「普及」は MACO 省内の農業局が担当しているものの、
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「普及局」そのものは存在せず、農業政策のなかでの位置づけは今迄明らかとなっ

ていない。一方、同国では本省－州－郡－ブロック /キャンプに各々、普及を担う職

員が配属され、行政的な普及の「体制」そのものは存在するものの、対象となる村

落に対する普及活動を活発ではない。また、MACO マニュアルとして、普及にかか

る参加型普及アプローチや手法の手引書は存在するものの、末端の普及員の役割や

実際の活動を明記し、参考となる執務参考資料はない。よって、本件で目標とする

普及サービスの質・量的向上は、まさしく「ザ」国が抱える課題に一石を投じるも

ので、同国の NAP の枠組とも合致している。さらに、実際の村落の生計向上を支援

しつつ、CEO や BEO など普及組織の末端に位置する職員の能力強化、普及に係る

省庁である MACO の組織強化を図ることから、その有効性が見て取れる。  

 

５－３ 効率性 

（1）プロジェクト実施に必要な予算確保  

先ずは、MPの実施について、同国の財政状況に鑑み、「ザ」国のみでは、資金繰  

りなど不安定な要素もあり、日本政府が支援する2KR（食糧増産援助）/貧困農民支

援無償の見返り資金あるいはWFPへの拠出の一部を活用する見込みである。また、

PaViDIAアプローチの有効性が認知され、他ドナーやNGOからの資金供与の申し込

みもあることから、対象村でのMPを行いつつ、本プロジェクトを効率的に実施展開

できる状況にある。  

なお、本プロジェクトの運営において、当初計画に沿う形で、いかに日本・「ザ」

側双方から適切な投入がなされ、かつ効果的に活用されるかが、プロジェクト活動

の円滑な実施を決める最大の要素である。  

 

（2）我が国あるいは他ドナーとの効率的、有機的な実施  

同国においては、EU と SIDA が類似のアプローチで農村開発に取り組む予定であ

り、技術面・手法面での情報交換や現場における相互支援を行うため、担当者ベー

スで定期的な協議を行っており、ドナー間の連携・調和化を図るため、本プロジェ

クトで有機的な連携 /役割分担を考えた計画を策定している。   

また、営農 /灌漑に関しては、対象が重なる（北部州）「小規模農民のための灌漑

システム開発計画調査プロジェクト」（COBSI）との連携、さらに現在実施中の「食

糧安全保障向上を目的とした食用作物多様化支援プロジェクト」（FoDiS）とも連動、

協調することで、同国での普及に関する情報やノウハウを提供し合い、有効な補完

関係を取ることを視野に入れており、効率的な業務実施が可能で、かつ相乗効果も

期待できる。  

 

（3）実施体制（カウンターパート及び専門家の配置）  

本プロジェクトでは、先ず長期専門家を 6 名配属することを想定しているものの、

円滑で効果的なプロジェクト活動を行うため、長期専門家を北部州及び西部州にも

派遣することとしている。一方、「ザ」国側のカウンターパート体制としては、

PaViDIA プロジェクト実施での知見や人材を活用しつつ、今回、普及サービスの向
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上にかかる研修計画の立案や実施、また、普及のための様々な手段（中核となる農

民育成や農民間研修：FFS 活用など）を用いるため、現地リソースの有効利用が効

率的な業 務 実 施 を 可 能 に す る 。  

 

（4）その他  

PDM にある指標あるいは外部条件については、プロジェクト開始時あるいは中間

時点で、再度、「ザ」側と協議し、その指標や内容を見直すことによって、プロジ

ェクト活動に対する共通の理解を促進し、かつ的確なモニタリングを図る必要があ

る。  

 

５－４ インパクト 

対象となる地域、農村における活動が順調に継続されれば、近い将来、以下のよう

な正のインパクト（経済、社会、組織、制度面）が発現すると考えられる。  

（1）経済的インパクト  

持続的農業及び適切な技術の習得による多種多様な収入機会や農業生産性の安定

及び収益向上、さらに村での貯金（各事業からの利益の蓄積によるもの）。  

 

（2）社会的インパクト  

貧困層や女性グループが意思決定プロセスに参加できる機会が増える。各農村に

おいて参加型アプローチの必要性が高まり、農民たちのイニシアティブのもと、自

ら事業を立ち上げ、促進する意欲が高まり、対象となる村民への直接的なプラスの

便益が期待できる。例えば、女性や子どもの労働軽減や、コミュニティ資金の確保・

活用、女性や青年層に対する就労機会の増加、共同耕作地の拡大等。  

また、本件で支援するMPの実施を通じ、農家グループによる活動成果が現れるこ

とによって、村落開発のための意欲やモチベーションが農村内、さらには近隣の農

村へと徐々に広まる。なお、MPのコンポーネントは、その対象地域にのみ裨益する

ものではなく、その周辺村落に対しても広く便益を供与するものである（例：MP

で実施された製粉機やショップは他村からも大いに利用されている）。  

 

（3）技術的インパクト  

研修や実務経験を通じて、C/P、中央レベルのみならず、地方レベル（州や郡）に

おいて、個々人の普及サービスの能力向上、さらには定期的なモニタリング制度の

構築によって組織の能力強化、キャパシティ・デベロップメントが期待できる。  

  また、上位目標の達成に関しては、上に述べたような期待されるインパクトが現

れることによって、対象地域の農民の生計向上が期待されると共に、MACOによる

普及サービス向上の波及・展開によって、全国レベルでも同様な普及サービスの向

上が見込まれる。  

なお、MPの実施により、共有地を用いてメイズやキャッサバを栽培し、そこで得

た生産物や販売利益をコミュニティに還元する動きが活発化することによって、食

料確保、貧困層への支援が行われるなど、長期的観点にたてば、同プロジェクトは
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貧困削減、食糧安全保障にも大きく寄与すると判断される。一方、本プロジェクト

では、村の貧困への対応に関連した経済的便益という直接的な効果のみならず、コ

ミュニティ構成員間の社会関係の改善や個々人の行動様式の変化等、間接的な効果

をもたらしうるものである。もちろん、生計向上や貧困削減は、本プロジェクトの

達成だけでは不可能であり、何より「ザ」国政府のイ二シアティブの元、具体的な

戦略と、普及サービスを始めとして、継続した支援の強化が必要である。  

 

５－５ 自立発展性 

プロジェクトによって実施する業務・活動は、NAP に位置づけられており、プロジ

ェクト実施後もプロジェクト実施による効果が継続する見込みは高く、自立的な事業

実施が期待される。また、以下、自立発展性につき、3 つの側面から事前評価を行った。 

（1）政策・制度・組織面  

農村開発を中心とした貧困削減は「ザ」国の開発政策の重点分野であり、この政

策的方向性は今後も継続していく見込みで、MACO は、参加型の農業普及を重視し

ていることから、本プロジェクトの政策的自立発展性は高いと考えられる。  

また、本プロジェクトでは技術的な側面支援ともに、組織体制の構築を支援する

ものであり、自立発展性の確保を目指すものである。とりわけ、PaViDIA プロジェ

クトでは中央レベルで運営管理のための事務局（POR）を設置したが、同様、本プ

ロジェクトでは本省のみならず、州及び郡レベルで実施に係る POR を設置し、かつ

本省・州・郡と各レベル間での連携・調整機能の強化を図る計画であり、末端の普

及員始め、普及サービスにかかる支援制度を強化する予定である。従って、普及サ

ービスの向上及び MACO による継続的な村落活動支援により、本プロジェクトの制

度・組織的自立発展性は確保されると考えられる。  

 

（2）技術面  

本プロジェクトにおける活動の推進及び対象地域における実践を通じ、普及員を

始め C/P は普及にかかる手法や技術指導方法に関する理解を獲得し、村レベルでの

住民の活動を支援するための実践的な普及知識・技能を修得することが期待される。

また、（1）で述べた POR は、運営管理のみに留まらず、MP 実施のための、MACO

内外からの技術的支援のアレンジ・調整を行うべく、支援センターとしての機能を

持つこととなり、普及員や C/P への技術的支援を行うことが期待される。一方、農

家も普及員を通じて、適正技術が実際に導入され、個々の圃場や村落に適用され、

さらには徐々に技術が周辺地域にまで波及する見込みは高いと判断される。従って、

本プロジェクトの技術的な自立発展性は担保されていると考えられる。  

 

 

（3）財政面  

「ザ」国の財政事情を鑑みると、自立発展性を担保することを現時点で確認する

事は困難である。財政面での自立発展性を確保するためには、引き続き政府の支援

やドナー始め、資金の確保、さらには効率的な普及サービスの実施への自主努力等
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が必要であり、同国における普及支援に係る予算配分をモニタリングし、必要な提

言を行っていく必要がある。  

 

＜「ザ」国の財政事情傾向＞  

農業セクターへの政府予算は、複数政党制に移行する 1991 年までは同セクターに対し

高い予算配分を受けていたが、1991 年（配分率 26％）以降 1999 年までに 4.4%まで減

少し、そのため研究・普及等の政府機能が低下したと言われている。2007 年度予算は

8.5%であったが、予算執行率が低いという理由で 2008 年度は 5.8%に減額されている。

なお、計画段階ながら、2010 年には 9.2%（うち、国家歳出では 6%から 7.7%へと上

昇傾向）、一方、ドナー支援の割合は 8.8%から 2010 年には 14.5%へと上昇が見込まれ

ており、農業セクターに対する歳出は、主要産業だけあって上昇傾向が見込まれるも

のの、銅を中心とした国際価格の変化、輸出競争力の低下のリスクも抱えるなど国家

財政の動向はかなり不透明であることから、農業セクターとりわけ、「普及」に関して、

どれだけの予算を政府が確保できるかは予断を許さない状況である。（農業統計、JICA

事業実施計画及び EU レポートより抜粋）  

 

５－６ 総合的実施妥当性（結論） 

これまでの検証結果から、本プロジェクトは事業の実施妥当性を十分に有している

こと判断される。  

（1）先ず、妥当面からは、①我が国の本分野における協力支援の知見やノウハウを活  

 用できること、②同国政府の国家戦略や政策との整合性、③我が国の対「ザ」国に

対する援助計画との整合性、④対象となる小規模農民のニーズや、プロジェクトデ

ザインの適切さなどから、妥当性が高いと判断される。  

 

（2）また、有効性の面からは、当該国が抱えている最も大きな課題の一つである小規  

模農民のニーズに行政が対応できていない体制の弱さを克服するため、「普及サー

ビス」の質・量の向上に焦点を絞り、計画していることから、本プロジェクトの有

効性が認められる。さらに、本プロジェクトで用いるプロジェクト・アプローチは、

村の能力開発に効果があるだけでなく、実施を通じて農業普及を強化する機能があ

ることが確認されており、同アプローチをツールとして用いることは、その有効性

が強いと判断される。  

 

（3）効率性については、円滑で効果的な活動を行うため、C/P や専門家の配置など効  

率的な実施体制を整える予定であり、さらに、MP 実施に必要な予算確保や、我が

国あるいは他ドナーとの有機的な連携・実施を計画しており、効率的な業務実施が

可能である。  

（4）インパクトについては、対象となる地域、農村における活動が順調に継続されれ  

ば、近い将来、収入機会の向上始め、農業生産性の安定並びに収益向上といった経

済的インパクトや、就労機会や労働削減といった社会的インパクト、普及員など関

係者個々の技術能力の向上といった技術面で正のインパクトが発現すると考えら
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れ、さらに、中長期的に見れば農家の生計向上や同国の普及サービスの向上に貢献

することができると思われる。また、同国が目指す貧困削減、食糧安全保障にも寄

与するものであると共に、各所属組織の能力構築にも寄与するものと思われる。  

 

（5）最後に自立発展性については、現時点で財政面での自立発展性を担保することは  

困難ながら、プロジェクトを通じて、個々及び組織としての相当程度の技術面での

向上、さらに組織体制の構築支援から、人材育成、組織強化が期待できる。  
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  第６章 プロジェクト実施における 配慮事項・ 

過去の類似案件からの教訓 

 
６－１ 貧困・ジェンダー・環境への配慮 

本プロジェクトでは前 PaViDIA プロジェクト同様、ジェンダー・女性及び貧困層始

め、社会的弱者を排除しないための配慮を行う予定である。  

（1）貧困  

本プロジェクトは、孤立地域住民に直接裨益するものである。プロジェクトの実  

施に当たっては、農民たちが不公平感を感じないよう、公平に協力が行き渡るよう

配慮する。特に、本プロジェクトは、特定の農民グループを支援対象とはせずに、

「村」全体を支援対象とした点は、同国で実施されている他プロジェクトには見ら

れない特徴であり、裨益対象者の公平性を重視する努力が払われる予定である。  

 

（2）ジェンダー  

女性普及員の研修への参加、また対象村落での MP12の実施に当たっては、研修に  

参加した普及員を通じ、女性世帯主始め、女性グループによる活動を積極的に盛り

込む等、ジェンダーへの配慮を行うこととする。  

 

（3）環境  

本プロジェクトで支援する MP は小規模な活動が基本であり、環境に対する影響  

は最小限に留まることが見込まれる。また、有機農法始め、地元にある資源を有効

利用した持続的農業の促進を図る予定であり、地域特性に応じた適正技術の活用も

念頭においた実施を心がける。  

 

６－２ 援助モダニティ並びに援助協調・ドナー連携 

FNDP の目標達成と円滑な実施のために「ザ」国政府と CP（Cooperating Partner：援

助国・機関）が共同援助戦略（ JASZ）を 2007 年 5 月に策定し、日本政府も署名を行

っている。JASZ では、国家開発計画へのアラインメント、援助戦略・手続きの一本化、

政府・ドナー間の取引費用の削減による援助効果の向上を目的としており、本件でも

関連するドナーとの協調、連携を推進している。  

一方、ドナーの中には、一般財政支援を急速に進めようとする動きや、短期間で調

査・審査を行う計画もあることから、援助への依存体質を温存、あるいは「ザ」国の

組織・体制・機能の混乱を招く危険性も内包しており、ドナー間の動きや協調には慎

重な対応が求められている。  

 

 

 

                                                        
1 2  PaViDIA プロジェクトで実施している MP では、 1）村落世帯の 7 割以上が出席すること、 2）そのうち 3
割以上が女性であることを合議条件として設定し、公平性を保っている。  
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過去のドナー協調の苦い教訓  

「ザ」国はアフリカで初めてバスケット・ファンドによる農業開発（ASIP）を世銀

主導で目指したものの、計画通りの資金が集まらなかったこと、また、MACO のキャ

パシティ不足のため失敗に終わった。そのため、多くのドナーが MACO の外にプロジ

ェクト事務所を構え、独自に農業開発プロジェクトを実施してきた経緯があり、その

流れは現時点では同じである。上記にあるように、JASZ にて援助協調の動きが促進さ

れているものの、「ザ」側のノウハウ不足や人材の不足から、思うような展開でないの

が実情である。  

 
６－３ 過去の類似案件からの教訓の活用 

（1）実施支援体制  

・PaViDIA アプローチが州・郡に新たに導入された後に、技術支援・モニタリング  

体制を確立するにはかなりの時間が必要であり、本省 POR からの支援が欠かせな

い。（PaViDIA フェーズ 2 終了時評価）  

・農村開発プロジェクトでは、セクター横断的アプローチが必要になることが多  

い。農村開発プロジェクトを行う際には、セクター横断的な技術支援体制を取り

入れると効果的である。（同上）  

➢以上のことから、本プロジェクトでは州及び郡レベルで MACO 各局間の調整連携

を促進するメカニズム（POR）を導入する予定である。特に、州レベル POR の設置

は新たな試みであり、郡 POR との役割分担も含め、その運営体制及び責任範囲を明

確化していく必要があるとともに、横の連携（部局間）について留意する必要があ

る 13。  

 
（2）協力期間  

➢PaViDIA プロジェクトの目標達成が 7 ヵ年で計画されたように、農村開発事業の

成果発現速度は一般に遅く、加えて、参加型アプローチは成果を出すまでに非常に

時間がかかる。ついては、農村開発事業に係る協力期間の慎重な設定及び柔軟な事

業実施制度についての検討が必要である。（PaViDIA フェーズ 1）  

 
（3）C/P 予算  

➢「ザ」国政府の予算不足から C/P の活動資金が十分でなかったことが指摘されて

いるが、その教訓として、現場の人材（郡の MACO 職員や農業普及員）を動員する

ためには、適切な後方業務支援（ロジスティックス）や施設の支援が必要である。

C/P 機関には、スタッフの配置だけでなく、予算措置（C/P ファンド）がプロジェク

ト目標の達成には必要不可欠であることを十分に認識させて、必要な措置をとるこ

とを事前に調整するべきである。（同上） 14 

                                                        
1 3  2003 年の組織改正により、州・郡レベルでは MACO 各局間の調整を図る機能として州・郡農業調整官（ PACO、

DACO）のポストが設置されているが、各局の指揮系統と平行して設置されているこれらの連絡調整チャネ

ルが実態として機能していない場合が現行、散見される。  
 
1 4  参加型のアプローチを採用するためには、通常の普及活動による村訪問より高い頻度での対象村訪問が必
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（4）持続的農業  

➢持続的農業（ sustainable agriculture）は MP の要素として、MP に十分統合するこ

とが可能。但し、MP の財務的・経済的持続可能性を考えると、持続的農業は短期的

な収益性や即効性を期待できないので、その点は MP への統合の際に工夫が必要で

ある。（同上）  

 
（5）対象地域  

➢参加型アプローチの実践のためには対象村レベルの活動が不可欠であるが、本プ

ロジェクトの対象地は孤立地域であり、C/P の移動手段には制約があり、移動手段

確保のためのローカルコスト負担を特例的に行った。また、これら対象地域へのア

クセスの困難さは日常的なプロジェクト活動実施にとって障害となり、特に、日本

人専門家や州レベルの C/P によるモニタリングの精度に影響を及ぼした。以上のこ

とから、対象村落での活動に関する密接なモニタリングを行うに当たっての移動手

段の確保を考える必要がある。（ザンビア・イニシアティブ地域における農村開発

プロジェクト終了時評価） 15 

 

（6）経験共有と C/P のインセンティブ  

➢経験共有のために開催されたワークショップ等の機会を通じ、各郡レベルの C/P

がチームとしてよい意味での競争意識を持ったことは、C/P の積極的な関与を引き

出すことにつながり、プロジェクト活動の円滑な進捗に貢献した。また、郡レベル

C/P がチーム体制で活動に当たる中で、経験を積んだ普及員が若い普及員を補佐･

指導する共同体制が生じたことは、プロジェクト実施、特に対象村落レベルの活動

に関して非常に有益であった。よって、本件でも同様な機会を設けることが肝要で

ある。（同上）  

  なお、本プロジェクト実施にあたってのリスク分析（クリティカル・リスク）を  

 行うと、以下の表の通り。  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             
要であり、実施機関の通常の活動予算では C/P の移動経費を十分に手当てできなかったため、本プロジェク

トでは特別措置として、C/P の移動手段確保のための支援として、燃料費等の追加負担を行った。このこと

により、対象村落レベルでのきめ細かい働きかけや詳細な指導が可能になった点は特筆に価する。  
但し、一方で、このような支援を必要とするアプローチそのものについて、対費用効果及び自立発展性の

観点から、将来的に更なる検討が必要である。  
 
1 5  プロジェクトでは、日本人専門家による対象地域訪問のみならず、郡関係者の給与受取等の事務的な訪問

機会をも最大限に活用して、プロジェクト・チーム内の連絡調整の緊密化を図った。また、携帯電話のメッ

セージ（ SMS）を活用した恒常的な連絡体制、プロジェクト関連活動に関する事前の情報提供と予定確認の

徹底といったプロジェクト実施上の工夫はプロジェクトの円滑な進捗に大きく貢献したと考えられる。  
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表：本件実施に係るリスク分析  

 リスク分析  リスク対応・軽減化対策案  

＜組織・機関の側面＞  

1 相手国政府のコミッ

トメント（普及にかか

る政策・計画・実施・

評価）並びに空席ポス

トの配属  

同国の場合、普及の体制は整っているものの、実際の普及

活動が円滑に進んでおらず、現在、普及拡大のため、州に

今まで空席だった普及担当官や作物指導官 16、さらには新

規の普及員のリクルート並びに住居、交通手段の提供等を

計画中である。よって、普及員拡大計画の早期策定及びそ

の実施促進を注意深く見守る必要がある。  

2 本省内での調整・連係

運営機能  

MACO 内の関係部局間の円滑な共同実施体制の強化が何

より重要であり、調整、連携機能が高まるよう、プロジェ

クトから働きかけを行う予定。  

3 中央と地方の間の連

携協力体制と責任分

担機能  

本省から州、郡との各レベル間の協力、調整機能強化。特

に情報、報告の流れの円滑化・効率化・定例化、さらに各

レベルでの関係機関間の連携及び調整機能の強化が重要

で、同上の措置が求められる。  

＜プロジェクト活動の実施側面＞  

 C/P 及び MACO スタッ

フの配置  

フルタイム及び本プロジェクト実施促進に係る MACO 職

員の配置と継続（離任・離職の際にも後任始め人材の確

保）。また、活動に関わる人材の確保のみならず、関係者

の能力向上を OJT によって図る。  

4 MP 活動の優先順位・

実施計画  

対象地域（村レベル）での早期決定と選定基準の透明化。

特に、新規 MP 対象とする郡・村落の決定にかかる選定基

準の明確化、また、選定の後のニーズアセスメント調査の

実施（CEO/BEO との共同作業）と住民のニーズ把握。  

また、農業コンポーネントにかかる活動の内容や収入向

上活動（ IGA）及び生計向上・生活改善にかかる事業コン

ポーネントとのバランスと評価方法。さらに、実施計画の

現実化と状況に合わせた柔軟な実施計画（なお、対象とな

る村のキャパシティ等置かれた状況で活動計画の相違や

活動の進展さらにはインパクトが大きく異なってくる）。

PaViDIA プロジェクト及び ZI プロジェクト対象村のモニ

タリング機能の継続と結果反映。なお MP 実施のための原

資獲得のための営業、広報活動をプロジェクトとしても支

援する予定である。  

 

                                                        
1 6 州が決める優先順位によって配置予定されるオフィサーの職務は相違する。例えば、北部州は Senior 
Extension Methodology 及び Senior Crop Production Officer が配置予定 (Agri-business や Marketing はまだ空席の

まま）。西部州は、 Senior Farm Management Food Nutri t ion が配置予定とのことだが、その活動経費や役割は

まだ不透明。  
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5 日本人専門家の人材

配置・現地業務費  

プロジェクト専門家の適正配置。専門家の配置が本省及び

対象州となる予定のため、活動の効率化、また、村巡回や

技術指導のためのかなりの移動が想定されるため、現地業

務費の明確な予算配分始め基本方針の明示が求められる。

6 マネージメント体制  中央レベルでの JCC、州及び郡レベルでのプロジェクト活

動実施にかかる円滑な運営管理。他ドナー・NGO や我が

国協力との情報共有や連携の促進。  

7 農民の参加及び技術

導入意欲  

農村によってかなり共同活動への参加度合いが相違する

（リーダーシップや居住環境の相違、村の歴史始め社会文

化の背景に左右）こともあり、いかに先進農家や村のリー

ダーを中心に普及員が働きかけられるかが鍵となる。  
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第７章 団長総括 

 

（1）MACO の普及の強化政策と主体性  

「ザ」国は、銅を中心とする鉱業に加えて、農業が重要な産業である。財務大臣  

の予算方針演説によると、2009 年の国家予算では農業に対し 37％を増額配分した。

また、普及組織を強化するとして、2008 年に 1700 名の普及員を採用するととも  

に、2009 年には 254 億クワチャ (約 5 億円 )をオートバイ、自転車購入のための予算  

として配分した。また、遠隔地に赴任するキャンプの普及員のための家の建設予算  

も確保した。  

このように、「ザ」国政府は農業の強化のために、普及員増員と普及のための機動

力強化のためにかなりの予算を割いている。  

本プロジェクトは、このような MACO の普及組織強化の動きに適時を得た案件で

あるとともに、MACO の積極性がかなり感じられた。  

   

（2）他ドナーとの関係  

主要援助機関の中では、村落開発手法という観点で親和的な関係のフィンランド、  

普及組織強化という観点でやや競争的な関係の EU、 SIDA がある。JICA、EU、SIDA

の 3 者とも、MACO の主体性の欠如が普及案件のプロジェクトの混乱を招いている

と認識している。今後は MACO の主体性を尊重するとともに、当面は、EU と SIDA

とは情報交換を緊密に行い、協力又は補完関係を発展的に作り上げることが望まし

い。また、MACO の主導で統合的な普及手法が導入される場合は、建設的な対応を

すべきであろう。  

 

（3）村開発資金の確保  

今回研修で使われる、普及手法では村開発資金の確保が重要である。村に直接投  

入される資金を国家予算で手当てすることは、「ザ」国政府の場合、可能であると

のこと。また、政府職員が資金確保のための業務を行うこと（ドナーの資金調達の

活動）も可能であるとのことである。このような活動が可能であることは、村開発

資金の確保がプロジェクト終了後も継続の可能性を大きくするものである。  

  将来的には、他ドナーの普及手法を包括した MACO 独自の普及手法として発展さ

せ、望ましくは村開発資金を MACO のバスケット・ファンドとして確保できるよう

な構想が実現されることが理想であろう。  

 

（4）日本の援助リソース、「ザ」国政府能力の有機的活用  

外部援助機関との連携だけでなく、本案件は小規模農民灌漑システム開発計画調  

査、青年海外協力隊員派遣、2KR/貧困農民支援無償の見返り資金の活用、WFP（国

連）支援のジャパンファンドの一部資金の活用を包括的に取り込むよう計画されて

いる。また、技術的な支援として、FoDiS の成果や 2007 年度に終了した淡水魚養殖

現地国内研修の成果を活用することも想定できる。  
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先方政府の能力強化のためにも、日本の協力とともに、協力の成果を積極的に活

用するような工夫が更に必要と思われる。  

 

（5）プロジェクトの枠組みの補足説明  

制度の強化とは、普及組織の各階層の政府職員が実施すべき当たり前の日常業務

（普及員は、村の巡回、レベルにあった技術指導、生活向上を目的とした生活改善

の助言、巡回の記録（モニタリング）、上司への報告と問題点の相談、解決法の上

層からのフィードバックと農民へのフィードバック）を各階層で地道に実行するこ

と、それが組織文化として定着する（体得する )ことである。これら過程を体得する

ためには、研修等の座学のみで獲得できるものでなく、例えば、キャンプ /ブロック

や郡レベルでは上記日常業務を継続して実施すること、それが組織内でも認められ

る仕組みを作ることが重要である。州事務所にあっては、普及員を動かす（村を巡

回させ、指導させ、報告させる）ための道具と目的の設定が重要である。  

本プロジェクトの研修では、PaViDIA プロジェクトで開発された村落開発手法を

道具（研修材料）として活用する。この手法で導入する村落開発事業とその進捗の

モニタリングは、普及員の日常業務の一部となる。成果 3 と 4 では、村開発事業を

含めた村の状況を包括的、継続的にモニターし、組織として情報共有と的確な指導

ができる体制が定着するような活動内容とした。  

普及員に求められる適正な農業技術と普及手法の研修実施は、成果 1 と 2 で行うこ  

ととした。  

 

（6）モニタリング体制  

モニタリングは、（5）で説明したような、組織上下の意思疎通とそのプロセスの  

みならず、他ドナーとの連携で実施される村落開発活動や、過去に PaViDIA で実施

した村落開発活動の進捗も普及組織を使って実施することが必要である。普及組織

の報告、連絡、相談の体制の横の広がりを確保することで、組織全体の行動変容を

図るべきであろう。  

 

（7）投入について（西部州の扱い、巡回の手段 ) 

西部州は、過去の ZI プロジェクトの経緯と WFP の村落開発活動が実施されるこ  

ともあり、プロジェクト対象地域としている。今回調査で、WFP が他の組織であり、

JICA の手法を徹底しないで想定外の村落開発活動が行われる可能性が高いことが

指摘された。その対策として、北部州に加えて西部州に人を投入すると、全体の専

門家の数が大きな投入になることから、慎重な意見もだされたが、西部州への専門

家の配置が必要と判断した。  

  普及に関する問題を分析すると、かならず移動手段（車両、オートバイ、自転車）

の問題が指摘される。広大な「ザ」国では、巡回手段は重要（不可欠）であり、技

術やノウハウだけでは克服できないことは現実であろう。具体的計画段階で、この

ような投入要素がプロジェクト実施の阻害要因にならないような、しかしながら、 
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維持管理できるような水準の投入の検討を行う必要がある。また、移動手段の投入

について、他機関との連携の可能性も検討する必要がある。  
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1．討議議事録・ミニッツ（ 2009 年 11 月）  
 
2．詳細計画策定調査ミニッツ（ 2009 年 6 月）  
 
3．要請書  
 
4．実施機関の組織・機構図  
  
・  図 1 ザンビア農業省組織図  
 
・ 図 2  Organization Structure of the Ministry of Agriculture and  

Cooperative  
 
・  図 3 Organization Structure of Provincial MACO     
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